釜石コンパスパートナー企業・団体制度実施要項

（目的）
第1条　この要綱は、釜石コンパス実行委員会が行う釜石高校、釜石商工高校等でキャリア教育講座事業（以下、釜石コンパスという。）を持続的に実施するにあたり、企業・団体（以下、企業等という。）と釜石コンパス実行委員会が連携し、高校生が主体的に学ぶ意識の向上を図るとともにキャリア選択の幅を広げ、当市の将来を担う人材を育成するために持続可能な支援体制を構築することを目的とする
（対象となる企業等）
第2条　釜石コンパスパートナー企業・団体制度の対象となる企業等は、次の各号の要件に該当するものとする。
　（1）　釜石コンパスの活動に参加した実績がある企業等であること。
　（2）　本制度の趣旨に賛同し、持続的かつ組織的に応援する意思があるもの。
　（3）　法令等を尊守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がないこと。
（4）　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団をいう。）と密接な関係を有していないもの。
　(企業等の役割)
第3条　企業等の役割は次の各号に掲げるとおりとする。
　（1）　相談窓口（担当者）の設置をする。
　（2）　釜石コンパスへの講師派遣の協力に努める。
　（3）　その他の支援の協力に努める。
(申請)
[bookmark: _Hlk192512094][bookmark: _Hlk192857050]第4条　登録を希望する企業等(以下「申請者」という。)は、釜石コンパスパートナー企業・団体制度登録認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、釜石コンパス実行委員長に申請するものとする。
(登録の実施)
第5条　釜石コンパス実行委員長は、申請書の内容が前条の認定基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
2　釜石コンパス実行委員長は、申請者が登録基準を満たすと認められる場合は、当該申請者を登録するものとする。
3　釜石コンパス実行委員長は、前項の規定により登録した場合は、申請者にその旨を通知して、釜石コンパスサポーター企業・団体制度登録認定書(様式第2号)を交付するとともに、認定した企業について、ホームページ等で広く周知するものとする。
(登録期間)
第6条　本制度の有効期間は、登録日から登録認定を実施する年度の3月31日までとする。ただし、有効期間満了の3カ月までに前条第2項の登録認定を受けた企業・団体(以下「登録者」という。)から登録を更新しない旨の書面による通知があった場合を除き、1年間更新され、その後も同様とする。
(登録の変更及び取り消し)
第7条　登録者は、登録内容に変更があった場合は、当該変更が生じた日から30日以内に、釜石コンパスサポーター企業・団体制度登録認定変更届出書(様式第3号)により、釜石コンパス実行委員長に届け出なければならない。
2　釜石コンパス実行委員会は、登録者が登録基準を満たさないことが明らかになったとき、法令に違反したとき、その他登録者として適当でなくなったと認めるときは、当該登録認定を取り消すことができる。
(登録の辞退)
第8条　登録者は、登録継続の意思を失ったときは、3カ月前までに釜石コンパスサポーター企業・団体制度登録認定辞退届出書(様式第4号)により、釜石コンパス実行委員長に届け出なければならない。
(所掌)
第9条　この要綱に関する事務は、釜石コンパス実行委員会事務局において所掌する。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
